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既存住宅流通の現状 

◇全住宅流通量（既存流通＋新築着工）に占める既存住宅の流通シェアは増加しつつある
が、平成20年における既存住宅流通シェアは約１３．５％。 

◇これに対し、欧米諸国における既存住宅流通シェアは、７割から９割程度。 

（資料）住宅・土地統計調査（総務省） 、住宅着工統計（国土交通省） 

（万戸） 

（資料）日本：住宅・土地統計調査（平成20年）（総務省）、 
         住宅着工統計（平成20年）（国土交通省） 
         アメリカ：Statistical Abstract of the U.S. 2006 
         イギリス：コミュニティ・地方政府省ホームページ 
                      http://www.communities.gov.uk/ 
               （既存住宅流通戸数は、イングランド及びウェールズのみ） 
         フランス：運輸・設備・観光・海洋省ホームページ  
                      http://www.eqipment.gouv.fr/ 

（万戸） 

【既存住宅流通シェアの推移】 【既存住宅流通シェアの国際比較】 
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既存住宅取得を検討したにもかかわらず買わなかった理由 

 首都圏（東京・神奈川・埼玉・千葉）の新築の住宅購入契約者を対象に、中古住宅を検討したが最終的には買わなかった理由を聞
いたもの。 
○ 最も多いのは「新築の方が気持ち良いから」。 
○ 続いて、価格の妥当性、リフォーム費用等の心配、瑕疵、性能・品質に対する不安があげられる。 

（出典）既存住宅流通活性化プロジェクト（H20.1）（（株）リクルート 住宅総研） 

※複数回答 
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○ 平成２０年における住宅リフォーム市場規模は約６．１兆円と推計されている。 

○ 我が国の住宅投資に占めるリフォームの割合は、欧米諸国と比較して小さい。 

           ※民間シンクタンクの調査では７～８兆円という推計もある。 

住宅リフォームの現状 
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＜資料＞ 日本：国民経済計算（内閣府）及び(財)住宅リフォーム・紛争
処理支援センターによる推計値 

イギリス、フランス、ドイツ：ユーロコンストラクト資料 

【住宅投資に占めるリフォームの割合の国際比較】 【住宅リフォームの市場規模（推計）の推移】 
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（兆円） 

設備等の修繕維持費 

増築・改築工事費 

広義のリフォーム金額 

（資料）(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターによる推計 
（注１）分譲マンションの大規模修繕、共用部分のリフォーム、賃貸住宅所有者による賃貸住宅のリフォーム、

外孤島のエクステリアは含まれない 
（注２）「広義の市場規模」：戸数増を伴う増築・改築工事費と、リフォーム関連の家庭用耐久消費財、インテリ

ア商品等の購入費を加えた金額。 3 



※３つ程度以内で回答 

（出典）インターネットによる住宅リフォーム潜在需要者の意識と行動に関する第６回調査報告書（H21.1）（一般社団法人住宅リフォーム推進協議会） 

リフォームの検討段階における不足情報 
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（２）リフォーム見積相談制度【無料】 

○【住まいるダイヤル】で、検討中のリフォームや工事業者から提示された見積に関する相談を無料で実施。 
  

（３）住宅リフォームに関する弁護士や建築士による専門家相談制度【無料】 
○最寄りの弁護士会で、弁護士と建築士が対面の相談を無料で実施。 

○ リフォーム工事に欠陥が見つかった場合の修理費用をまかなうための保険。工事業者が倒産した場合でも消費者に直接 

 保険金支払い。 

○ 保険は、国土交通大臣から指定された住宅専門の保険会社（保険法人）が、建築士による現場検査を行った上で引き受け。 

○ 保険法人に登録したリフォーム事業者を保険法人のホームページで公表。消費者は事業者検索が可能。 
 
リフォーム瑕疵(かし)保険を取り扱う保険法人（平成22年６月１５日現在） 
 ・(株)住宅あんしん保証（03-3516-6333） 

 ・(財)住宅保証機構（03-3584-6631） 

 ・たてもの(株)（03-3500-4770） 

 ・(株)日本住宅保証検査機構（03-3635-3655）  

 ・ (株)ハウスジーメン （03-5408-8486） 

 ・ハウスプラス住宅保証(株)（03-5777-1835） 

リフォーム工事かし保険 共同住宅等大規模修繕工事かし保険 

リフォーム工事かし保険 

リフォーム工事かし保険 

リフォーム工事かし保険 

リフォーム工事かし保険 

共同住宅等大規模修繕工事かし保険 リフォーム工事かし保険 

※ 住宅性能評価を受けた住宅又は住宅瑕疵担保責任保険に加入してい
る住宅であれば、リフォームに関することに限らず無料の専門家相
談が利用可能。 

※ 平成２２年８月１日現在、１５都道府県１８単位弁護士会で実施。 
0570-016-100（ナビダイヤル） 

【住まいるダイヤル】は（財）住宅リ
フォーム紛争処理支援センターの愛称 

受付時間：10:00～12:00 13:00～17:00 （土・日・祝日、年末年始を除く） 
PHSや一部のIP電話をご利用の方は、０３－３５５６－５１４７をご利用下さい。  

住宅リフォームに関する消費者支援策 

（１）リフォーム瑕疵保険 
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リフォーム工事に係る保険 

部分 保険金支払事由 保険 
期間 

① 構造耐力上主要な
部分 

基本的な耐力性能を満たさない場合 

5年 

② 雨水の浸入を防止
する部分 

防水性能を満たさない場合 

③ 給排水管路部分 通常有すべき性能又は機能を満たさないこ
と 

④  給 排 水 ・ 電 気 設
備・ガス設備 

機能が失われること 

⑤ 手すり等 通常有すべき安全性を満たさないこと 
（防錆工事に由来する瑕疵に起因するもの
に限る） 

2年 

２．保険金支払範囲と保険期間 

１．制度スキーム 

部分 保険金支払事由 保険 
期間 

① 構造耐力上主要な部分 基本的な耐力性能を満たさない
場合 

5年 

② 雨水の浸入を防止する部
分 

防水性能を満たさない場合 5年 

③ ①②以外でリフォーム工
事を実施した部分 

社会通念上必要とされる性能を
満たさない場合 

1年 

設備・内装等のリフォーム工事を 
包括的にカバーする保険 

マンションの大規模修繕を 
対象とした保険 

２．保険金支払範囲と保険期間 

１．制度スキーム 
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既存住宅売買に係る保険 

部分 保険金支払事由 保険 
期間 

① 構造耐力上主要な部分 基本的な耐力性能を満たさない場合 

5年 

② 雨水の浸入を防止する部
分 防水性能を満たさない場合 

③ 給排水管路部分 通常有すべき性能又は機能を満たさな
いこと 

④ 給排水・電気設備・ガス
設備 機能が失われること 

※③④を保険対象としている保険法人は、（株）ハウスジーメンおよびハウスプラス住宅 
 保証（株）のみ 

２．保険金支払範囲と保険期間 

１．制度スキーム 

部分 保険金支払事由 保険期
間 

① 構造耐力上主要な部
分 基本的な耐力性能を満たさない場合 

5年 
② 雨水の浸入を防止す
る部分 防水性能を満たさない場合 

２．保険金支払範囲と保険期間 

１．制度スキーム 

（宅建業者販売の中古住宅売買瑕疵保険） （個人間売買の中古住宅売買瑕疵保険） 
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リフォーム見積アドバイス制度 

消費者 
 
 

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 
 

電話相談 

弁護士会 

（１）見積の項目・形式についての相談 
  ①不明瞭な項目（一式工事、特別割引など）がないか 
  ②二重計上や不要な工事項目がないか 等 

（２）見積金額についての相談 
  ①一般的な相場に対して極端に高額な請求ではないか 等 

（３）工事途中の追加費用についてのアドバイス 
  ①見積や図面に記載の工事内容は希望と合っているか 
  ②追加工事の費用負担について確認したか 等 

ト
ラ
ブ
ル
に
な
り
そ
う
な
場
合
、

な
っ
て
い
る
場
合 

＋ 

専門家 
相談へ 

○○改修工事 
１．○○工事 
 既存○○撤去費  
 ○○工事費     
 ○○塗装費     
 ○○設備費 
 小    計 
２．○○工事 
 既存○○撤去費  
 ○○設備費 
 小    計     
３．諸経費       
 
 総    計         

追加費用チェックリスト 
１．契約前に確認すべきこと 
 □ 希望の工事内容は明確か 
    ・・・・・・・・ 
 □ 希望が伝わっているか 
    ・・・・・・・・ 
 □ 現場を見た上での見積か 
    ・・・・・・・・ 
 □ 見積内容を確認したか 
    ・・・・・・・・ 
 □ 追加工事の確認 
    ・・・・・・・・ 
２．工事中に確認すべきこと 
 □ 追加工事の費用負担等 
    ・・・・・・・・ 

モデル見積書 
の送付 

チェックリスト 
の送付 

（例えば） 
○「□△工事一式」とかよくわからない項目が多い 
○悪質請求じゃないかしら 

○○改修工事 

１．○□工事一式 ¥○○○○ 
 
２．△×工事一式 ¥○○○○  
 
３．諸経費       ¥○○○○ 
 
４．特別割引    ¥－○○○○ 
 
  総  計     ¥○○○○○       
       

 （財）住宅リフォーム・紛争処理支援センターにおいて、リフォーム事業者から
提示された見積についての電話での無料相談を受け付ける。 

＜相談の流れ＞ 
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弁護士等による無料の専門家相談制度 

消費者 
 
 

(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター 

弁護士会（全国５２会） 

弁護士会仲裁センター（ＡＤＲ） 

専
門
家
に
よ
る 

個
別
相
談 

紛争処理を希望する場合 

専門家相談の依頼 

電話相談 

地元での専門家相談を紹介 

 リフォームに関するトラブルについて、消費者が弁護士や建築士に無料で対面相談で
きる制度を各地の弁護士会で順次開始。 

【平成２２年８月１日現在、１５都道府県、１８弁護士会で実施】 

（例えば） 
○欠陥の補修について業者と揉めているので相談したい 
○住宅に不具合があり欠陥ではないか、専門家に相談したい ときなど 
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住宅履歴情報の蓄積・活用 

 住宅履歴情報 

点検 

蓄積 蓄積 蓄積 

点検 点検 

活用 
（承継） 

売買 売買 

＜情報内容＞ 
活用 

（承継） 
・設計図書等 

・材料・設備 

・施工者名  等 

 

 

蓄積 

設備更新 

活用 

蓄積 

改修 

活用 

・適切なリフォームや点検、交換が可能 
・安心して既存住宅の取引が可能 
・災害や事故の際に迅速かつ適切な補修が可能となることも 期待 

 新築  
住宅性能表示制度や特定住
宅瑕疵担保責任保険等により、
設計図書や施工内容などの情
報を確実に保存 

メリット・効果 

蓄積 

  
円滑な住宅流通や計画的な維持管理、災害や事故の際の迅速な対応等を可能とするため、住宅の新築、改
修、修繕、点検時等において、設計図書や施工内容等の情報が確実に蓄積され、いつでも活用できる仕組み
の整備とその普及を推進する。 
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住生活基本計画の成果指標について＜既存住宅・リフォーム市場関連＞ 
  

目 標 
現状・達成状況 

    指 標 

１ 良質な住宅ス
トックの形成及び
将来世代への承
継 

②住宅の合
理的で適正な
管理等 

住宅を長く大切に使う社
会の実現 

リフォーム（注）実施戸数の住宅ストック戸数
に対する割合 

2.4%（平11～15平均）→5%（平27） 
3.5% 
（平成16～20年平均） 

３ 多様な居住
ニーズが適切に
実現される住宅
市場の環境整備 
  

  

循環型市場の形成 

既存住宅の流通シェア（既存住宅の流通戸
数の新築を含めた全流通戸数に対する割
合） 

13%（平15）→23%（平17） 13.5%（平20年） 

  住宅の利活用期間   

  
 1）滅失住宅の平均築後年数 約30年（平15）→約40年（平27） 約27年（平20年度央） 

 2）住宅の滅失率（5年間に滅失した住   
宅戸数の住宅ストック戸数に対する割合） 

約8%（平10～15）→約7%（平22～27） 
約7%（平15年度央～20年
度央）   

注：リフォーム･･･増改築、耐震工事及び高齢者等のため
の設備の工事 

【目標の達成状況】 

 リフォーム実施戸数の住宅ストック戸数に対する割合 

2.4% 
3.5% 5.0% 

3.5% 

0.0% 

2.0% 

4.0% 

6.0% 

H15 
(H11 ～ H15 平均 ) 

H20 
(H16 ～ H20 平均 ) 

H27 
年度末 

１）滅失住宅の平均築後年数 

※目標値が年度央か年度末かが不明。ここでは年度末表記としている。 

 既存住宅の流通シェア（既存住宅の流通戸数の新築を含めた
全流通戸数に対する割合） 

 住宅の利活用期間 

２）住宅の滅失率 

■計画上の現状値／計画上の現状値と目標値の線形補間の推計値／目標値 
○実績値 
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（参考）新成長戦略〔２０１０年６月１８日閣議決定〕 抜粋 

２．６つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 
（４）観光立国・地域活性化戦略～ストック重視の住宅政策への転換～ 
 
（中古住宅の流通市場、リフォーム市場等の環境整備） 
 数世代にわたり利用できる長期優良住宅の建設、適切な維持管理、流通に至るシス
テムを構築するとともに、消費者が安心して適切なリフォームを行える市場環境の整備
を図る。また、急増する高齢者向けの生活支援サービス、医療・福祉サービスと一体と
なった住宅の供給を拡大するとともに、リバースモーゲージの拡充・活用促進などによ
る高齢者の資産の有効利用を図る。さらに、地域材等を利用した住宅・建築物の供給
促進を図る。 
 これらを通じて、2020 年までに、中古住宅流通市場やリフォーム市場の規模を倍増

させるとともに、良質な住宅ストックの形成を図る。 
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